
　
受
け
取
る
際
の
ポ
イ
ン

ト
は
？

　
老
後
に
受
け
取
れ
る
お

金
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が

あ
る
？

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
条

件
を
教
え
て
。

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
掛
け
金

と
受
取
方
法
に
つ
い
て
教

え
て
。

　
年
金
は
「
も
ら
え
て
当
た
り
前
」
の

時
代
か
ら
「
自
分
で
つ
く
る
」
時
代
が

到
来
し
ま
し
た
。
今
回
は
２
０
２
２
年

の
法
改
正
で
さ
ら
に
使
い
や
す
く
な
っ

た
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
イ
デ
コ
）
」
の
仕

組
み
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
老
後
を
支
え
る
お
金
は
主
に

「
公
的
年
金
」
「
企
業
年
金
」

「
私
的
年
金
」
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

　
国
か
ら
も
ら
う
公
的
年
金
に
は
、
国

民
年
金
と
厚
生
年
金
が
あ
り
ま
す
。
会

社
か
ら
も
ら
う
企
業
年
金
は
、
退
職
一

時
金
と
企
業
年
金
で
す
。
こ
の
う
ち
企

業
年
金
に
は
、確
定
給
付
企
業
年
金
（Ｄ

Ｂ
）
と
確
定
拠
出
企
業
年
金
（
企
業
型

Ｄ
Ｃ
）
が
あ
り
ま
す
。
企
業
型
Ｄ
Ｃ
は

会
社
が
出
す
掛
け
金
を
従
業
員
が
運
用

し
、
運
用
次
第
で
将
来
の
年
金
額
が
変

わ
り
ま
す
。

　
自
分
で
準
備
を
す
る
私
的
年
金
は
、

国
民
年
金
基
金
や
個
人
年
金
保
険
の
ほ

か
、
個
人
型
Ｄ
Ｃ
が
あ
り
「ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ

ｏ
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

は
自
分
で
金
融
機
関
を
選
ん
で
加
入

し
、
投
資
信
託
な
ど
で
運
用
し
な
が
ら

将
来
受
け
取
る
年
金
を
作
っ
て
い
く
、

ま
さ
に
自
助
努
力
の
制
度
で
す
。

　
�
歳
以
上
�
歳
未
満
の
ほ
ぼ

全
て
の
国
民
が
加
入
で
き
ま
す

が
、
国
民
年
金
ま
た
は
厚
生
年
金
の
被

保
険
者
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。
国

民
年
金
を
滞
納
・
免
除
さ
れ
て
い
る
方

は
対
象
外
に
な
り
ま
す
。
�
年
５
月
か

ら
対
象
者
が
�
歳
未
満
ま
で
広
が
り
ま

し
た
。
た
だ
し
�
歳
以
降
も
働
き
続
け

て
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
や
、

国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
の
み
が
対
象

で
す
。

　
ま
た
企
業
型
Ｄ
Ｃ
加
入
者
で
勤
務

先
が
規
約
で
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
と
の
併
用
を

認
め
て
い
な
い
場
合
は
対
象
外
で
す

が
、
�
月
か
ら
は
一
定
の
条
件
を
満

た
せ
ば
、
本
人
の
意
思
だ
け
で
同
時

加
入
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
図
１
に
特

徴
を
ま
と
め
た
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
掛
け
金
は
毎
月
５
千
円
か
ら

千
円
単
位
で
自
由
に
設
定
で

き
、年
に
１
回
金
額
変
更
も
で
き
ま
す
。

上
限
額
は
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
の
で
、
掛
け
金
限
度
額
表
（
図
２
）

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
運
用
し
て
き
た
お
金
は
、
�
歳
に
な

っ
た
時
点
で
通
算
�
年
以
上
あ
れ
ば
、

�
歳
ま
で
の
好
き
な
期
間
に
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
�
年
に
満
た

な
い
場
合
は
、
受
給
開
始
年
齢
が
�
歳

以
降
に
な
り
ま
す
。
受
取
方
法
は
一
時

金
か
、
年
金
か
、
一
時
金
と
年
金
の
併

給
か
を
選
択
で
き
ま
す
が
、
�
歳
に
達

す
る
と
一
時
金
で
し
か
受
け
取
れ
ま
せ

ん
。

　
一
時
金
で
受
け
取
る
と
き
は
、
加
入

年
数
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る
「
退
職
所

得
控
除
額
」
を
差
し
引
い
て
、
税
額
を

計
算
し
ま
す
。
少
額
で
も
な
る
べ
く
長

い
期
間
掛
け
た
方
が
、
退
職
所
得
控
除

額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
「
�
歳
で
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ

ｏ
を
一
時
金
で
受
け
取
り
、
�

歳
で
退
職
、
�
歳
か
ら
公
的
年
金
を
受

け
取
る
」
と
い
う
よ
う
に
、公
的
年
金
、

企
業
年
金
、
私
的
年
金
を
そ
れ
ぞ
れ
何

歳
で
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
受
け
取
る

か
を
、
以
下
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
て

具
体
的
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
①
公
的
年
金
は
繰
り
下
げ
受
給
（
�

歳
よ
り
も
後
に
受
給
す
る
）
し
て
、
受

給
額
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。
１
年
繰
り

下
げ
る
ご
と
に
８
・
４
％
ず
つ
増
額
さ

れ
ま
す
。

　
②
退
職
所
得
控
除
額
は
金
額
が
大
き

い
の
で
、
受
け
取
る
時
期
を
ず
ら
す
な

ど
し
て
、
有
効
に
使
い
ま
し
ょ
う
。
可

能
で
あ
れ
ば
、
先
に
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
一

時
金
を
も
ら
い
、
４
年
た
っ
た
後
に
会

社
の
退
職
金
を
も
ら
う
方
が
、
退
職
所

得
控
除
額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

（
税
理
士
）
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